
障害年金の対象となる傷病は、手足が不自由といった外部疾患だけではなく 
心臓病をはじめとする内部疾患や精神病などあらゆる傷病が対象になります。 

・障害年金は、老齢年金や遺族年金と違い、請求すれば必ず受給出来る年金ではありません。

・障害年金の請求は、原則として 65歳になる前に（65歳誕生日の 2日前までに）請求する必要があります。

・保険料納付状況や障害年金認定基準等に基づき厳しく審査され、支給・不支給・障害等級が決定されます。

・障害年金の請求にあたり、十分な準備と社会保険労務士等の専門家のアドバイスなしに請求すると

不支給となったり、低い等級で認定される場合があるので注意が必要です。

※上記の傷病と診断された方はできるだけ早い時期からの準備が必要です。

悩んだりあきらめる前にまず相談を

年金のスペシャリスト・社会保険労務士がサポート致します

私達は適正な方の適正な年金の受給権取得に向けて努力しています

森永陽子社会保険労務士事務所　TEL:090-4657-6018

生涯年金に関するご相談について

社会保険労務士へご相談ください




